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（火曜日）

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

萩
市
大
字
須
佐
字
笠
松
三

長
門
市
三
隅
上
字
惣
金
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

萩
市
大
字
須
佐
字
笠

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

山
口
県
告
示
第
四
百
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十

一

保
安
林
の
所
在
場
所

木
原

知
則

七

戸
山

隆
司

五

農
事
組
合
法
人
伊
陸
美
味

柳四

二

認
可
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
八

農
事
組
合
法
人
杵
崎
の
里

三

農
事
組
合
法
人
吉
敷
畑

株
式
会
社
十
種
の
郷

一

農
事
組
合
法
人
志
農
生
の

里

五す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

三
三
の
一

三
三
七
の
二
、
字
喜
屋
ケ
浴
一
三

は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

松
三
三
三
の
一
（
次
の
図
に
示
す

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五

。六
日

山
口

阿
東
徳
佐
上
二
四

八

ノ
元
二
八

四
筆

二
七

〇

ノ
元
二
八

井
市
伊
陸
二
八
〇
五
の

柳
井
市
伊

一
五
ほ
か

日

秋
穂
二
島
六
二
〇

秋

田
五
九
一

吉
敷
五
〇
五

吉

四
の
一

阿
東
徳
佐
中
三
五

二
の
二

阿

田
一
〇
八

筆

阿
東
生
雲
東
分
七

三

阿

ノ
口
二
六

筆

阿

一

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

と
す
る
。

三
七
の
二
八
、
字
荒
平
一
七
六
三

部
分
に
限
る
。
）

定
め
な
い
。

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
知
事

村

岡

嗣

政

二
四
の
一
ほ
か

七
、
五
四
九

字
杉

四
五
ほ
か
三
筆

一
二
、
〇
五
四

陸
字
松
田
四
三

一
筆

五
、
六
〇
〇

穂
二
島
字
上
前

三
ほ
か
一
筆

二
、
一
九
一

敷
字
下
台
一
九

一
、
八
七
一

東
徳
佐
上
字
岡

五
の
一
ほ
か
三

七
、
六
一
一

東
地
福
下
字
森

五
の
一
ほ
か
七

七
、
二
五
一

東
徳
佐
上
字
車

市 保

告

示
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産
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一
ま

日 山 口
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安
林

一
限七

） 第 号

産
部

山
森

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

萩
市
大
字
佐
々
並
字
新
茶
屋
一
三

で
、
一
三
八
の
五
七
、
一
三
八
の

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

萩
市
大
字
佐
々
並
字
下
開
作
一
三

る
。
）
、
字
女
滝
二
四
七
八
の
二

八
の
一
一
、
二
四
七
八
の
一
九
、

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
関
係
市
役
所
に

口
県
告
示
第
四
百
十
一
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

る
保
安
林
の
所
在
場
所

八
の
一
、
一
三
八
の
二
、
一
三

八
〇
、
字
焼
ケ
谷
二
二
六
一
の

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森

と
お
り
と
す
る
。

変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

山
口
県
知

る
保
安
林
の
所
在
場
所

二
九
、
字
黒
ケ
谷
一
五
〇
五
の

、
二
四
七
八
の
三
（
次
の
図
に

二
四
七
八
の
二
六
、
二
四
七
八

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

に
供
す
る
。
）

八
の
五
〇
か
ら
一
三
八
の
五
二

一
、
大
字
片
俣
字
舟
ケ
迫
二
四

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

事

村

岡

嗣

政

一
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
四

の
二
七

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

）二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係
市

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

周
南
市
大
字
大
津
島
字
天

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二
、
字
下
船
ケ
迫
七
七
五
、

五
、
大
字
吉
部
下
字
堀
田
一

周
南
市
大
字
徳
山
字
岩
ガ

九
・
九
〇
（
以
上
三
筆
に
つ

五
郎
図
一
〇
一
の
一
か
ら
一

九
、
字
治
郎
右
エ
門
山
一
三

四
二
、
三
七
四
四
、
三
七
四

三
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部

る
。
）
、
九
二
四
、
字
え
ぼ

る
。
）
、
二
五
七
の
三
か
ら

七
の
一
五
か
ら
二
五
七
の
一

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
九

に
限
る
。
）
、
字
堀
田
ケ
浴

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

る
。
）
、
七
二
四
の
三
、
字

に
限
る
。
）
、
五
九
四
か
ら

た
目
的

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

浦
八
五
四
、
八
五
六
、
八
五
八
、

た
目
的

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
六
〇
〇
、
六
〇
一
、
一
一
六
四

七
七
九
、
大
字
紫
福
字
馬
ノ
瀬
二

二
八
六
の
二
八
か
ら
一
二
八
六
の

リ
八
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

〇
一
の
三
ま
で
、
一
〇
三
、
字
後

八
〇
、
字
立
山
ケ
浴
一
四
九
三
、

五
、
字
下
後
山
四
三
八
五

分
に
限
る
。
）
、
二
四
六
、
九

し
岩
二
四
八
、
二
四
九
、
二
五
七

二
五
七
の
八
ま
で
、
二
五
七
の
一

七
ま
で
、
二
五
七
の
一
九
・
七
七

一
八
の
一
、
九
一
八
の
二
、
九
一

二
五
〇
、
二
五
一
・
二
五
二
・
二

二
五
七
、
二
五
八
、
七
二
四
の

船
ケ
迫
五
八
五
、
五
八
九
、
五
九

五
九
六
ま
で
、
五
九
七
か
ら
五
九

種面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

る
。
）

一
七
九
〇

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

と
す
る
。

、
一
一
六
五
の
一
、
一
一
六
五

五
八
の
九
、
字
山
ノ
口
二
六
二

三
〇
ま
で
、
字
堀
田
山
一
六
三
八

限
る
。
）
、
八
七
、
八
八
の
一
・

。
）
、
大
字
湯
野
字
地
吉
九
五
、

山
一
三
一
の
一
、
字
大
明
間
一
三

字
深
山
口
二
〇
二
一
、
字
古
堂
三

二
〇
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

〇
か
ら
二
五
七
の
一
三
ま
で
、
二

八
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図

九
、
九
二
一
（
次
の
図
に
示
す
部

五
五
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の

一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

〇
、
五
九
二
（
次
の
図
に
示
す
部

九
ま
で
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次

二

水 市 のの八字七七 限限五に分図限分の
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二三

山 口 県

測
第
一

た
。

一

（定期）報

市
経

（
四

第 号

三

作
業
の
地
域

柳
井
市

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日
か

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
り
、
柳
井
市
長
か

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

済
産
業
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て

公

一
五
）
公
共
測
量
の
実
施

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度

ら
平
成
二
十
七
年
二
月
十
四
日

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実

山
口
県
知

作
成
）

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

縦
覧
に
供
す
る
。
）

告

と
が
で
き
る
立
木
は
、
周
南
市

と
お
り
と
す
る
。

ま
で

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

事

村

岡

嗣

政

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
周
南

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

三

公

告



平
成
二

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日
印
刷

十
六
年
十
二
月
十
六
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


